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深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図

資料1

深層崩壊渓流（小流域）レベル評価区域図

81‐05
北海道＜注釈＞

深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価区域図は 国土
海道

（堆積岩）
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価区域図は、国土
交通省が土木研究所資料第4115号「深層崩壊の

発生 恐れ ある渓流抽出 （案） を用 81 06 07（堆積岩）
発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用
いて渓流レベル評価を行った区域を示したものです。

81‐06,07
北海道•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形

図などにより、机上調査で評価する簡易的な評価
北海道

（付加体）手法を用いており、現地踏査やボーリング調査等を
踏まえた設計を行っている構造物の安全性等の評

（付加体）
価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価渓流レ ル評価は、評価区域内での相対的な評価
を行うために、評価区域毎にその区域における実
績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るよう績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るよう
に評価指標を最適化しており、異なる評価区域間で、
評価結果を比較することはできません 。 81‐08評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも評価区域内における相対評価を行っ

ているものであり 他エリアの評価区域において

81 08
北海道ているものであり、他エリアの評価区域において

同じ評価レベル結果であったとしても、危険度が
同程度であるということを示すものではありませ

北海道
（火山岩）同程度であるということを示すものではありませ

ん。

渓流レベル評価は 複数の斜面を有する 定面積

（火山岩）
•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積
（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生

危険度を評価したものであり 個別の斜面の危険危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険
性を判断するものではありません。

81‐09 81‐01 02 81‐04北海道
81‐01,02
北海道 北海道

海道
（変質安山岩）

北海道
（蛇紋岩） （深成岩・変成岩）

（変質安山岩） （蛇紋岩） 深 変

81 1081‐10
北海道北海道

（安山岩）（安山岩）

81‐03
北海道北海道

（堆積岩・緑色岩）（堆積岩 緑色岩）



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レ ル評価マップ 資料2

81‐0181‐01
北海道北海道

（蛇紋岩1/2）（蛇紋岩1/2）

＜注釈＞＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ましたました。

•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より 机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いておりより、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに 評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間 評価結果を比較する とは きま ん異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませのであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては 相対的な危険度が「低い」評価となっでの災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は 平成24年9月までの調査結果に基づくもの•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがありますとがあります。

<凡例><凡例>

評価区域評価区域

相対的な危険度の高い渓流相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流相対的な危険度の低い渓流

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長のなお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐0281‐02
北海道北海道

（蛇紋岩2/2）（蛇紋岩2/2）

＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは 国土交通省が•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ました。

渓流レベル評価は 空中写真判読や地質図 地形図などに•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボ リング調査等を踏まえた設計を行 ている構現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

渓流 ベ 評価 評価 域内 相対的な評価を行うた•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベルあり、他 評価 評価
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したもの渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
んん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです なお 平成23年台風12号による紀伊山地評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例がありますた場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり 今後の調査 研究によ ては評価結果等が変わるこであり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがあります。

<凡例><凡例>

評価区域評価区域

相対的な危険度の高い渓流相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流相対的な危険度の低い渓流

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長のなお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レ ル評価マップ 資料2

81‐03
北海道

（堆積岩・緑色岩）

＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が深層崩壊渓流（小渓流）レ ル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ました。

•渓流レベル評価は 空中写真判読や地質図 地形図などに•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボ リング調査等を踏まえた設計を行っている構現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

渓流レベル評価は 評価区域内での相対的な評価を行うた•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しておりを最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくま も当評価 プ内における相対評価を行 る※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも渓流 、相 深層崩壊 発 険度 評価
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。ん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例がありますた場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり 今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこであり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがあります。

<凡例>

評価区域評価区域

相対的な危険度 高 渓流相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流相対的な危険度の低い渓流

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
像 を複製 も あ 情複 第（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）

なお この地図を複製する場合は 測量法に基づき 国土地理院長のなお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐04
北海道

（深成岩・変成岩）

＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは 国土交通省が•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニ アル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ました。

渓流レベル評価は 空中写真判読や地質図 地形図などに•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボ グ調査等を踏まえた設計を行 る構現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベルものであり、他 リアの評価 ップにおいて同じ評価レ ル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）

の渓流毎に 相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したもの渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
んん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです なお 平成23年台風12号による紀伊山地評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例がありますた場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり 今後の調査 研究によ ては評価結果等が変わるこであり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがあります。

<凡例><凡例>

評価区域評価区域

相対的な危険度の高い渓流

相対的な危険度のやや高い渓流相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長のなお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐05
北海道

（堆積岩）

＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が深層崩壊渓流（小渓流）レ ル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ました。

•渓流レベル評価は 空中写真判読や地質図 地形図などに•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボ リング調査等を踏まえた設計を行っている構現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

渓流レベル評価は 評価区域内での相対的な評価を行うた•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しておりを最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくま も当評価 プ内における相対評価を行 る※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも渓流 、相 深層崩壊 発 険度 評価
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。ん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例がありますた場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり 今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこであり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがあります。

<凡例>

評価区域評価区域

相対的な危険度の高い渓流

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）

相対的な危険度のやや高い渓流
（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の

相対 な危険度 高 渓流

相対的な危険度のやや低い渓流なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐06
北海道

（付加体1/2）/

＜注釈＞＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ましたました。

•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より 机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いておりより、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物 安全性等 評価を左右するも はありま ん造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）渓流レベル評価は、複数の斜面を有する 定面積（約1km ）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり 個別の斜面の危険性を判断するものではありませのであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。

• この評価結果は 深層崩壊の素因となる要素について相対• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては 相対的な危険度が「低い」評価となでの災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例があります。
この評価結果は 平成24年9月までの調査結果に基づくもの•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがありますとがあります。

<凡例><凡例>

評価区域評価区域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）

相対的な危険度の高い渓流
（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の 相対的な危険度のやや高い渓流なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低 渓流相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐07
北海道

（付加体2/2）/

＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは 国土交通省が深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ました。

•渓流レベル評価は 空中写真判読や地質図 地形図などに•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボ リング調査等を踏まえた設計を行 ている構現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

渓流レベル評価は 評価区域内での相対的な評価を行うた•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く 現出来る う 評価指標を最適化 おりを最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。

プ※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したもの渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。ん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです なお 平成23年台風12号による紀伊山地評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例がありますた場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり 今後の調査 研究によっては評価結果等が変わるこであり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがあります。

<凡例>

評価区域

相対的な危険度の高い渓流この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）

相対的な危険度の高い渓流

（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の 相対的な危険度のやや高い渓流なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

相対的な危険度のやや低い渓流相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流相対的な危険度の低い渓流



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐08
北海道（火山岩）北海道（火山岩）

＜注釈＞
•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が土木研究所資料第4115号「深深層崩壊渓流（小渓流）レ ル評価マップは、国土交通省が土木研究所資料第4115号 深

層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成しま
した。した。

•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などにより、机上調査で評価する簡易
的な評価手法を用いており 現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構的な評価手法を用いており、現地踏査やボ リング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は 評価区域内での相対的な評価を行うために 評価区域毎にその区域に•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うために、評価区域毎にその区域に
おける実績（崩壊跡地分布）を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、異
なる評価区域間で 評価結果を比較することはできませんなる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っているものであり、他エリアの評価マッ

プにおいて同じ評価レベル結果であ たとしても 危険度が同程度であるということを示すプにおいて同じ評価レベル結果であったとしても、危険度が同程度であるということを示す
ものではありません。

渓流レベ 評価は 複数の斜面を有する 定面積（約1k 2）の渓流毎に 相対的な深層崩•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）の渓流毎に、相対的な深層崩

壊の発生危険度を評価したものであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。

• この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対評価したものです。なお、平成
23年台風12号による紀伊山地での災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくものであり、今後の調査・研究に
よっては評価結果等が変わることがあります。よ は評価結果等 変わる あります。

<凡例><凡例>

評価区域評価区域

相対的な危険度の高い渓流相対的な危険度 高 渓流

相対的な危険度のやや高い渓流相対的な危険度のやや高い渓流

相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長のなお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐09
北海道

（変質安山岩）

＜注釈＞＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ましたました。

•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より 机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いておりより、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
め 評価 域毎 域 お る実績（崩壊跡地分布）めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを結果 あ 、 険度 程度 あ う を
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）渓流 ル評価は、複数の斜面を有する 定面積（約 ）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませのであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。

• この評価結果は 深層崩壊の素因となる要素について相対この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては 相対的な危険度が「低い」評価となっでの災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は 平成24年9月までの調査結果に基づくもの•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがありますとがあります。

<凡例>

評価区域

相対的な危険度の高い渓流この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）

相対的な危険度の高い渓流

（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の 相対的な危険度のやや高い渓流なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

相対的な危険度のやや低い渓流相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流相対的な危険度の低い渓流



深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2深層崩壊渓流（小流域）レベル評価マップ 資料2

81‐10
北海道

（安山岩）

＜注釈＞＜注釈＞

•深層崩壊渓流（小渓流）レベル評価マップは、国土交通省が
土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある土木研究所資料第4115号「深層崩壊の発生の恐れのある

渓流抽出マニュアル（案）」を用いた調査結果に基づき作成し
ましたました。

•渓流レベル評価は、空中写真判読や地質図、地形図などに
より 机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いておりより、机上調査で評価する簡易的な評価手法を用いており、
現地踏査やボーリング調査等を踏まえた設計を行っている構
造物の安全性等の評価を左右するものではありません造物の安全性等の評価を左右するものではありません。

•渓流レベル評価は、評価区域内での相対的な評価を行うた
め 評価 域毎 域 お る実績（崩壊跡地分布）めに、評価区域毎にその区域における実績（崩壊跡地分布）
を最も確度良く再現出来るように評価指標を最適化しており、
異なる評価区域間で、評価結果を比較することはできません 。
※ あくまでも当評価マップ内における相対評価を行っている

ものであり、他エリアの評価マップにおいて同じ評価レベル
結果であったとしても、危険度が同程度であるということを結果 あ 、 険度 程度 あ う を
示すものではありません。

•渓流レベル評価は、複数の斜面を有する一定面積（約1km2）渓流 ル評価は、複数の斜面を有する 定面積（約 ）

の渓流毎に、相対的な深層崩壊の発生危険度を評価したも
のであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませのであり、個別の斜面の危険性を判断するものではありませ
ん。

• この評価結果は 深層崩壊の素因となる要素について相対この評価結果は、深層崩壊の素因となる要素について相対
評価したものです。なお、平成23年台風12号による紀伊山地

での災害においては 相対的な危険度が「低い」評価となっでの災害においては、相対的な危険度が「低い」評価となっ
た場所でも深層崩壊が発生した事例があります。

•この評価結果は 平成24年9月までの調査結果に基づくもの•この評価結果は、平成24年9月までの調査結果に基づくもの

であり、今後の調査・研究によっては評価結果等が変わるこ
とがありますとがあります。

<凡例>

評価区域

相対的な危険度の高い渓流この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000
（地図画像）を複製したものである （承認番号 平24情複 第344号）

相対的な危険度の高い渓流

（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平24情複、第344号）
なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の 相対的な危険度のやや高い渓流なお、この地図を複製する場合は、測量法に基づき、国土地理院長の
承認を得なければならない。

相対的な危険度のやや低い渓流相対的な危険度のやや低い渓流

相対的な危険度の低い渓流相対的な危険度の低い渓流


